
船舶事故等調査報告書 

平成２７年８月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４函第４４号 

事故等種類 火災 

発生日時 平成２６年９月２日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 北海道森町砂原
さ わ ら

漁港 

 砂原港北防波堤灯台から真方位２４７°５７０ｍ付近 

 （概位 北緯４２°０７.６４′ 東経１４０°４０.９５′） 

事故等調査の経過  平成２６年９月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事

務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三漁東
りょうとう

丸、９.３２トン 

 ＨＫ２－１６８１９（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 機関室内、船室の天井及び船倉等の焼損 

 事故等の経過  本船は、船長及び甲板員が乗り組み、平成２６年９月１日２１時 

００分ごろ、かれい刺し網漁を終え、砂原漁港へ戻った。 

 船長は、２日０６時００分ごろ、甲板員及び所属する漁業協同組合

職員１人と共に荷揚げ作業を開始した。 

 船長は、０６時３０分ごろ、船倉内に据付けられた海水ポンプを使

用して漁獲物の選別作業中、海水ポンプが停止したので不審に思い、

機関室を確認しようとしたところ、黒煙が充満していることに気付い

た。 

 本船は、１１９番通報で到着した消防車両により消火が行われた

が、機関室等が焼損した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項  本船は、船体ほぼ中央に操舵室、その後方に機関室及び船室がそれ

ぞれ設けられ、機関室後方の船室下方に船倉が配置されていた。 

 本船は、海水ポンプ付近に軍手及びウエス等が置かれていた。 

 本船の船倉内は激しく焼損しており、本事故後、海水ポンプ周りの

電源配線の被覆に焼損が、露出した芯線に複数の細かな二次溶融痕が

認められた。 

 本船の電気機器及び電気配線は、進水時から約３４年間継続して使

用されていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

不明 



 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

あり 

なし 

 本船は、砂原漁港で海水ポンプを使用して荷揚げ作業中、船倉内の

電気配線が経年劣化により絶縁抵抗が低下して漏電し、電線被覆が焼

損して芯線が短絡し、複数の細かな二次溶融痕を生じながら、付近の

可燃物に延焼した可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、本船が、砂原漁港で海水ポンプを使用して荷揚げ作業

中、船倉内の電気配線が経年劣化により絶縁抵抗が低下して漏電し、

電線被覆が焼損して芯線が短絡し、複数の細かな二次溶融痕を生じな

がら、付近の可燃物に延焼したことにより発生した可能性があると考

えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・電気機器及び電気配線は、絶縁抵抗を定期的に計測し、適宜に交

換するなど必要な措置を採ること。 

 


